
マリンオープンイノベーション機構パンフレット制作業務委託契約書 

 

一般財団法人マリンオープンイノベーション機構（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」

という。）との間に、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 甲は、甲が別に定める「マリンオープンイノベーション機構パンフレット制作業務

委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に定める業務（以下「委託業務」という。）

の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。 

 

 （注意義務） 

第２条 乙は、委託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するもの

とする。 

 

 （守秘義務） 

第３条 甲及び乙は、本契約有効期間中か否かを問わず、書面による相手方の承諾を得ることな

しに、本契約その他これに関連または付随して知り得た相手方の営業上、技術上の機密

情報（秘密として特定したものに限る）を第三者に開示または漏洩してはならない。 

２ ただし、開示を受けた当事者が、次の各号に該当することを証明できるものは、機密情

報には含まれないものとする。 

(1) 開示の時点で、すでに公知公用となっていたもの 

(2) 開示後、受領当事者の責によることなく公知公用となったもの 

(3) 開示を受けた当事者が、第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

(4) 開示の時点で、すでに開示を受けた当事者が保有していたもの 

(5) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発、取得したもの 

(6) 轄官公庁もしくは法律の要求により開示されたもの 

 

 （個人情報の保護） 

第４条 乙は、委託業務を処理するに当たり個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取

扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 （委託期間） 

第５条 この委託期間は、契約締結の日から令和 5年 6月 9日までとする。 

 

 （申出義務） 

第６条 乙は、甲の定める仕様書の中に不適切な箇所があると認めたとき、又はこの契約締

結後の事情の変化により委託業務を遂行することが困難となり、若しくは甲に不利

になったときは、その都度甲に申し出て必要な指示を受けなければならない。 

 

（委託契約額） 



第７条 甲は、委託業務を処理するための費用（以下「委託費」という。）として、金〇〇〇 

円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇円）を支払うものとする。 

２ 前項の消費税は、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第 28条第１項及び第 29条並びに

地方税法（昭和 25年法律第 226号）第 72条の 82及び第 72条の 83の規定により算出し

たもので、委託費に 110分の 10を乗じて得た額とする。ただし、消費税法等の改正等に

より委託費に乗ずる率を変更する場合には、甲乙協議の上、取引に係る消費税及び地方

消費税の額及び委託費の変更を行うものとする。 

 

 

 （支払方法） 

第８条 乙は、第 14条第２項の通知を受領した後に委託費を請求するものとし、甲は、請求

書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 

 

 （契約の変更） 

第９条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を変更しようと

するときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならな

い。 

 

 （権利義務の譲渡等の禁止） 

第 10条 乙は、第三者に対し、委託業務の全部若しくは一部の実施を委託し、若しくは請け

負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。ただし、

書面により甲の承認を受けた場合は、この限りでない。 

 

 （契約の解除） 

第 11条 甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようと

するときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならな

い。 

２ 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 

 (1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認める

とき。 

 (2) 甲がこの契約について不正の事実を発見したとき。 

 (3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。 

 (4) 乙が第２条から第４条の規定に違反したとき。 

 (5) 乙が次のアからキに該当した場合 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「法」

という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。） 

   イ  個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以

下同じ。）である者 

   ウ  法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の



者をいう。）が暴力団員等である者 

エ  自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 

オ  暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 

  カ  暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

  キ  相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材

料の購入契約その他の契約を締結している者 

３ 甲又は乙は、正当な理由により１月の予告期間をもってこの契約の解除をその相手方に

申し出たときは、この契約を解除することができる。 

 

 （損害賠償責任） 

第 12条 乙は、次のいずれかに該当したときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければ

ならない。 

 (1) 乙が委託業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。 

 (2) 前条第２項又は第３項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損

害を与えたとき。 

２ 乙は、前条第２項又は第３項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、

甲に対し、その損害の賠償を請求することができない。 

 

 （処理状況の報告等） 

第 13条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自ら

その調査をすることができる。 

 

 （委託業務成果品の提出） 

第 14条 乙は、委託業務が終了したときは、仕様書に定める成果品を、速やかに甲に提出し

なければならない。 

２ 甲は、前項の規定により乙から成果品の提出を受けたときは、速やかに業務の内容を検

査し、適合すると認めたときは、委託料の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

 

 （契約解除後の成果品の提出） 

第 15 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、契約解除後５

日以内に既履行部分までの成果品を甲に提出しなければならない。 

 

 （委託費の処理） 

第 16 条 甲又は乙が第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合の委託費の処理は、甲が

認める既履行部分に相当する金額をもって精算し、その引渡しを受けることができ

る。 

２ 甲は、乙が第２条から第４条の規定に違反した場合は、委託費の一部又は全部を返還さ

せる権利を有するものとする。 



 

 （著作物の帰属） 

第 17条 この契約に基づき作成された成果物の著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）

第 27条及び第 28条の権利を含む。）は、甲に帰属するものとする。 

 

（合意管轄） 

第 18条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意

する。 

 

（留意事項） 

第 19 条 委託事業の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成 25 年法律第 65 号）第７条第２項で規定されている合理的配慮について留

意 すること。 

 

（定めのない事項の処理） 

第 20条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議の上、決定するも

のとする。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その

１通を所持する。 

 

  令和 5年〇月〇日 

（甲）静岡県静岡市清水区日の出町 9番 25号 

清水マリンビル 2階 

一般財団法人 

マリンオープンイノベーション機構 

代表理事  松永 是  

 

      （乙）     静岡県静岡市〇〇〇番〇号 

          株式会社〇〇〇〇 

代表取締役〇〇〇〇〇 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



（別記） 

個人情報取扱特記事項 

 

第１ 基本的事項 

 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。 

第２ 取得の制限 

 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取

得しなければならない。 

第３ 安全管理措置 

 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 

第４ 従業者の監督 

 乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図

られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。 

第５ 再委託の禁止 

 乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。 

第６ 複写又は複製の禁止 

 乙は、甲の同意がある場合を除き、委託業務を処理するため甲から提供された個人情報が

記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

第７ 資料等の廃棄 

 乙は、委託業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した

個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が

別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

第８ 目的外利用・提供の禁止 

 乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

第９ 取得状況の報告等 

 甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調

査をすることができる。 

第 10 事故発生時における報告 

 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直

ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

マリンオープンイノベーション機構パンフレット制作業務委託仕様書 

 

 一般財団法人マリンオープンイノベーション機構を甲とし、〇〇〇〇を乙として締結した、マ

リンオープンイノベーション機構パンフレット制作業務委託契約については、当該契約書に定

めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。 

 なお、委託業務の内容に変更があったときは、両者別途協議の上、決定する。 

 

１ 業務の目的 

甲の拠点施設 MaOI-PARCが令和 2年 11月に開所した。静岡県が進めるマリンオープンイノベ

ーションプロジェクトをより一層推進すべく、甲の活動・研究内容を網羅し、より充実したパ

ンフレットを作成する。 

 

２ 業務内容 

（１） 概要 

乙は、甲の提供する原稿・素案を使用しパンフレットの制作に係るデザイン、レイアウト

（構成）、編集、印刷、納品の一式を請け負うものとする。 

また、増版となった場合は印刷、発送、納品を発注から 2週間以内に行う。 

表紙 甲の活動内容に沿うようなイメージの写真もしくはイラストを使用する

こと 

裏表紙 表紙と統一を図ること 

タブ 2ページ目から 11ページ目にタブ（見出し）を構成として入れること 

制作上、留意

する点 

１ MaOI機構という組織をわかりやすく表現すること 

２ MaOI機構が行うサービス等の利用促進につながる内容とすること 

 （例：問い合わせへの誘導、補助金利用への誘導など） 

３ MaOI機構 WEBサイトへの誘導を考慮したデザインを考えること 

甲から提供す

るもの 

・原稿 

・ページネーション（別添 1） 

・チャート図の素案 

・甲の活動写真、ロゴ、QRコード 

乙が用意する

もの 

・チャート図およびイラスト 

・甲の活動以外に使用する写真 

（２） パンフレット規格 

・サイズ：A3二つ折 仕上がり A4 12ページ 

・カラー：フルカラー 

・用紙： マット紙 135㎏ 

・加工：3枚中綴じ 

・部数：1000部 

（３） スケジュール案 

令和 5年 5月 8日 甲から乙に原稿提出 



令和 5年 5月 17日 乙から甲に初校提出 

令和 5年 5月 22日 甲から乙に初校戻し 

令和 5年 5月 29日 乙から甲に第 2校提出 

令和 5年 6月 １日 甲から乙に第 2校戻し 

令和 5年 6月 9日  納品 

３ 業務実施 

（１） 本委託作業に必要な物品等は、乙が調達及び準備すること。 

（２） 本委託作業にて必要な機器環境は、原則として乙が準備すること。 

（３） 本委託作業は進度に応じてその先の方針を判断しつつ進めるため、報告及び協議は甲の担

当者と必要に応じて行うこと。 

 

４ 納品物 

    ・パンフレット電子データ（PDF等） 

・パンフレット 1000部 

・「２ 業務内容（１）概要」にて「乙が用意するもの」とした電子データ 一式 

 

５ 納入場所及び納入期限 

（１） 納入場所： 一般財団法人マリンオープンイノベーション機構 

（２） 納入期限： 令和 5年 6 月 9 日 

 

６ その他の要件 

６－１ 秘密保持 

乙は、契約期間及び契約終了後も、本作業により知り得た甲の業務上の情報について厳密

に保持するとともに、本関係者以外に漏洩してはならない。ただし、公知の事実に関して

はその限りではない。 

 

６－２ 著作権 

（１） 著作権の帰属 

本委託作業の成果品等納入物品に関わる著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定す

る権利を含む。）は、甲に帰属するものとする。また、当該著作権に関する著作者人格権

（著作権法第 18条から第 20条に定められる権利）については行使しないこと。 

（２） 権利侵害の排除 

乙は、本委託作業の実施による納入物品が第三者の知的所有権または営業秘密を侵害し

ていない事を保障すること。 

 

６－３ その他 

（１） 請負代金は、検収完了後、適法な請求書を受領した日から 30 日以内に支払うものと

する。 

（２） この仕様書に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 

 



別添 1 ページネーション  

 
表紙 

ロゴを入れる 

MaOIの活動や

目的に沿う写

真・イラスト 

2 ページ目 

MaOIプロジェ

クト、宣言など

  

3 ページ目 

MaOI の役割 

4 ページ目 

プロジェクト

が目指す産業

について 

写真使用 

 

 

5 ページ目 

コーディネー

ター制度の説

明 

 

6 ページ目 7 ページ目 

8 ページ目 9 ページ目 10 ページ目 11 ページ目 

背表紙 

当機構情報 

QR コード 

表紙と同様の

写真・イラスト 

タブ（見出し・インデックス）を

つける  

助成金制度についてにつ

いて A3 紙面を使い解説 

研究部 MaOI Forum につい

て 
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